
 

 

残念不正解です！ 
 

 
 

 

 

問題 
 

2674 昭和 50 年 11 月に制定された行田市民憲章は、何条ありますか。 

 

ア 5 条   イ ６条   ウ  7 条 

 

正解 ア 
 

 
「―自然を生かし美しいまちをつくります 

―郷土を愛し文化のまちをつくります 

    ―仕事に誇りを持ち豊かなまちをつくります 

    ―思いやりの心で住みよいまちをつくります 

 ―きまりを守り明るいまちをつくります」 

「昭和 50 年 11月 3日制定」 
行田市ウェブサイト,「市民憲章」（2025 年 12月 13 日取得， 

https://www.city.gyoda.lg.jp/soshiki/soumubu/somu/gyomu/shinogaiyo/8556.html 

 

 

行田市民憲章 
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